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山口市ママさんバレーボール連盟規約 

（名称および事務局） 

第１条 本連盟は、山口市ママさんバレーボール連盟（以下「連盟」という。）と称

し、事務局を山口市宮野上３６３０ 大和千佳方に置く。 

（目的） 

第２条 連盟は、山口市内の女性がバレーボールを通じて健康の増進を図り、交流す

ることを目的とする。 

（組織）                                           

第３条 連盟は、山口市に居住する既婚及び２０歳以上５０歳未満の未婚の女性で、

登録を完了したチームの構成員及び連盟に功績があり、理事会において推薦された

者をもって組織する。（ただし、大会参加の独身は２名までとする。）  

２ 連盟は、山口市バレーボール協会に加入する。  

（事業） 

第４条 連盟は、目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。  

（１）バレーボール大会の開催 

（２）山口市バレーボール協会の事業への協力  

（３）その他、目的を達成するために必要な事業  

（役員） 

第５条 連盟に次の役員を置く。 

（１）会長   １名 

（２）副会長  若干名 

（３）理事長  １名 

（４）副理事長 １名 

（５）理事   若干名 

（６）監事   １名 

（７）顧問   若干名 

２ 理事及び監事は、総会において選任する。 

３ 会長、副会長及び理事長、副理事長は、理事の互選により定める 。 

４ 顧問は必要に応じて理事会において選任する。  

（任務） 

第６条 会長は、連盟を代表し、その業務を統括する。  

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を行う。  

３ 理事長は、連盟の全般の事務を統括する。 

４ 理事は、連盟の業務を執行する。 

５ 監事は、連盟の会計を監査する。 

６ 顧問は、必要に応じて理事会において意見を述べることができる。  

（任期） 

第７条 役員の任期は、２年とする。ただし、補欠として選任された場合の任期は前

任者の残任期間とする。 

２ 役員は、再任されることができる。 
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（会議） 

第８条 会議は、総会及び理事会とし、会長が招集する。  

２ 総会は、山口市ママさんバレーボール連盟に登録を完了したチームの代表者で構

成し、理事会は、理事によって構成する。 

３ 総会は、年１回開催することとし、次の事項を決定する。ただし、特に必要があ

る場合は臨時に開くことができる。 

（１）予算の議決及び決算の承認に関する事項  

（２）事業計画及び事業報告に関する事項 

（３）規約の改廃に関する事項 

（４）役員の選任に関する事項 

（５）その他、連盟の運営に関する重要な事項  

４ 理事会は、必要に応じて開くことができ、次の事項を決定する。  

（１）総会の議決した事項の執行に関する事項  

（２）総会に討議すべき事項 

（３）その他連盟の運営に関する事項 

５ 総会の議長は、出席したチーム代表の中から選出し、理事会の議長は会長とする。 

６ 会議は、構成人員の過半数の出席をもって成立する。  

７ 会議の議事は、出席者の過半数を持って決め、可否同数の時は、議長がこれを決

する。 

（会計） 

第９条 連盟の会計年度は、毎月４月１日から翌年３月３１日とする。  

２ 連盟の経費は、登録料、寄付金及び助成金などをもってあてる。  

３ 登録料は、チーム３,０００円及び一人年額３００円とする。ただし、連盟に功

績があり、理事会において推薦されたものについては、これを免除する。  

（その他） 

第１０条 この規約に定めるもののほか、連盟の運営に関し必要な事項は、理事会の

承認を得て、会長が行う。 

 

附則 この規約は、平成９年４月１日から施行する。  

附則 この規約は、平成１５年４月１日から施行する。   

  附則 この規約は、平成１９年４月１日から施行する。  

 附則 この規約は、平成２４年４月１５日から施行する。  

  附則 この規約は、平成２５年４月７日から施行する。  

  附則 この規約は、令和３年３月２１日から施行する。  

 附則 この規約は、令和５年４月２３日から施行する。 

附則 この規約は、令和８年４月５日から施行する。  


